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平成１８年度業務実績評価調書：独立行政法人都市再生機構

業 務 運 営 評 価（個別項目ごとの認定）

評定理由 意見項 目 評定結果

中期計画 平成１８年度計画

Ⅰ業務運営の効率化に関する目標 Ⅰ業務運営の効率化に関する目標

を達成するためとるべき措置 を達成するためとるべき措置

組織運営の効率化 組織運営の効率化1 1
・継続的に事務・事業や組織のあ ・事務・事業や組織のあり方につ

り方について点検し、機動的に いての点検を行い、機動的に見

見直しを行う。 直しを行う。

( )一般共通管理部門のスリム化 ( )一般共通管理部門について、1 1
を図った上で、権限・責任の明 さらなるスリム化を実施する。

確化、透明性・自主性の向上等

に対応した組織整備

( )国民からの要請、政策的課題 ( )業務の実施における国民から 事業収束を踏まえた東日本支社多摩事 今後も組織の点検・見直しを継2 2
に機動的に対応できる組織整備 の要請、政策的課題に機動的に 業本部の廃止、経過措置業務の早期終了 続的に行い、組織運営の効率化を

対応するため、 に向けた募集販売本部及び西日本支社に より一層進めていくべきである。

①全国まちづくりへの対応など、 ①総合力を活かし地方都市の都市 おける大規模用地の販売を専掌する組織

法人の統合等による総合力の発 再生の積極的な支援のため、地 ３ の設置等、組織の見直しを積極的に推進

揮に向けた組織整備 方都市に設置されている都市開 し、業務の効率化及び体制の強化を図っ

発事務所を活用すること等によ ている。

り、支援体制を強化する。 また、地方都市ニュータウンを所掌す

②チーム制・ユニット制導入によ る都市開発事務所を活用した情報収集、

る、柔軟で効率的な組織整備 都市開発事務所とまちづくり支援担当部

②平成 年度に設置したマンシ 署との連携強化等、まちづくりへの一体17
ョンの耐震診断及び耐震改修に 的な支援体制の整備を進めており、評価

係る相談窓口の利用状況を検証 できる。

し、必要に応じ体制の強化を図

る。

( )経営改善計画等を踏まえた業 ( )経営改善計画に定めた経営改3 3
務の重点化・スリム化に対応し 善に関する取組を踏まえ、経過

た組織整備 措置業務の早期終了に向けた販

売体制を強化するため、募集販
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売本部及び西日本支社の宅地販

売担当部署に大規模施設用地販

売を担当する部署を増設。

事業リスクの管理 事業リスクの管理2 2
( )新規事業着手に当たっては、 ( )新規事業の経営計画等策定に1 1

事業リスクの抽出を行った上で 際して、以下により個別事業毎

、適切なリスク分担を行うとと に事業リスクへの対策をとる。

もに、事業期間等の変動リスク ①事業リスクの抽出

を踏まえた経営計画等を策定の ・事業期間、地価、工事費、金利

上、着手の可否を判断。 等の変動リスクを抽出。

②事業リスク軽減方策とリスク分

担の検討

・抽出したリスクの軽減措置を検

討、リスクの種別等に応じて地

方公共団体、民間事業者等との 事業リスクの管理については、平成１ 事業リスクの管理については、

適切なリスク分担を図る。 ７年度に導入した事業リスク管理手法を 過去の失敗した事例を総括し、改

③経営計画等の策定 全ての新規事業着手地区、事業実施中地 善点を明らかにした上で、将来の

・正味現在価値の算出等により、 ４ 区について引き続き活用し、更に、年２ 動向を見据え、リスク管理の具体

事業リスクを踏まえた経営計画 回事業執行管理調書を作成し、各種事業 的手法に的確に反映させることに

等を策定し、事業着手の可否に のリスクの状況変化や経営見通しの変動 より更に精度を高め、より一層定

ついて判断。 状況をモニタリングするなど、事業リス 量的な把握・管理が行えるよう、

・デシジョンツリーの作成により クの軽減・分担を図っている。 取り組むべきである。また、これ

、事業見直しの基準とリスクの 個別事業毎の事業リスクの定期的・定 により、改善された部分、結果等

発生が予想される時期等を明確 量的な把握・管理がなされており、優れ についてもわかりやすい説明に努

にし、その時期において必要に た実施状況にあると認められ、評価でき めていただきたい。

応じ事業計画の見直しを行うこ る。

とができる計画とする。

( )事業実施に当たっては、先行 ( )同左2 2
用地取得の最小限化等事業リス

クを軽減するための措置を可能

な限り講ずる。

( )事業実施中の全地区において ( )事業実施中の全地区において3 3
、毎年、事業リスクの管理を行 、事業執行管理調書を用いて、

うとともに、事業の各段階に応 年２回の採算見通し、定期的な

じて、採算見通し、事業リスク 事業リスクのモニタリングを行

を定量的に把握・管理し、必要 い管理する。デシジョンツリー

に応じ事業見直しを行い、特に で示された土地取得・資金調達
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不採算事業については、徹底的 ・事業計画策定・工事着手・土

な見直しを行う。 地譲渡等の事業の各段階に応じ

事業実施に当たっても、あら 、事業リスクの管理を定量的に

かじめ事業見直しの基準とその 把握するともに、その精度向上

確認を行う時期を明確にする等 の指標の作成に着手する。事業

事業見直しの可能性を十分に考 見直しが必要と判断される地区

慮した進め方とする。 については、事業見直しを行い

、特に不採算事業については、

徹底的な見直しを行う。

事業見直しの可能性を十分考

慮し、見直しを行う必要性の有

無を確認する時期を予め明確に

するとともに、その基準を個々

に定める進め方とする。

事業評価の実施 事業評価の実施3 3
・事業毎の必要性、費用対効果、 ・機構発足後に作成した事業評価

進捗の見込み等について評価を 実施規程に基づき事業評価を実

行い、事業の見直しを行うほか 施し、個別事業の効率性及び実

、継続が適当でない場合には事 施過程の透明性の一層の向上を

業を中止する等の対応方針を定 図る。 機構発足時に策定した独自の事業評価 引き続き適切に事業評価を行う

めた実施要領を作成。 実施規程により事業評価を実施すること とともに、実施状況を点検し、必

・実施に当たっては、評価監視委 ・事業を新規に採択する際には、 ４ と併せて、機構事業の特性に対応した新 要に応じて実施方法等を機動的に

員会の意見を聴き、審議結果に 新規採択時評価を実施。一定期 たな評価手法を導入し、更なる事業の効 見直すべきである。

ついて公表。 間経過後の事業は再評価を、事 率性の向上及び実施過程の透明性の確保

業完了後は事後評価を実施し、 に取り組んでおり、優れた実施状況にあ

事業評価監視委員会の意見を聴 ると認められ、評価できる。

く。

・事業評価結果について公表。

・ 事 業 評 価 の実 施 に 際 し、 平成

年度までに検討を進めてき17
た機構事業の特性に対応した評

価手法の導入を図る。

一般管理費・事業費の削減 一般管理費・事業費の削減4 4
・一般管理費を 削減。 ・中期目標の達成に向け削減。 平成１８年度においては、平成１５年20%
・事業費を 削減。 度と比較して、一般管理費は１６．９％25%

３ 、事業費は２１．０％削減しており、そ

れぞれ計画実現に向けて着実に進捗して

いると認められ、評価できる。
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総合的なコストの縮減 総合的なコストの縮減5 5
・「コスト構造改革プログラム」 ・平成 年度に策定した「コス16

を策定し、 ％の総合コスト ト構造改革プログラム」の施策 平成１６年度に策定した「都市機構コ 平成１９年度はコスト構造改革15
縮減（ → ）。 を推進し、中期目標の達成に向 スト構造改革プログラム」の着実な取組 プログラムの最終年度であり、平H14 H19

け、事業コスト縮減。 により、平成１４年度と比較して１４． 成１４年度と比較して１５％の縮

・プログラムにおいては、民間の ・同左 ０％の総合縮減率を達成しており、評価 減率を達成することとなっている

住宅市場等におけるコスト縮減 ・平成 年度までに取りまとめ できる。 が、これに向けて引き続き努力さ17
の状況把握や先進的な手法等の た事業便益の早期発現、維持管 ３ 更に、「枠組み協定一括発注方式」、 れたい。

導入を図り、設計・仕様の見直 理費の縮減による効果の算出方 「リバースオークションによる建設資材 また、数字の達成だけでなく、

し等を継続的に行い、具体的な 法 の 事 例 や 評 価 方 法 等 を 平 成 の直接調達」等の実施を拡大し、事業便 民間のコスト縮減の先進的手法も

施策を着実に推進。 年度以降のコスト縮減の取 益の早期発現や、ライフサイクルコスト 参考にしながら、一層の努力を行18
り組みに活用。 の縮減に積極的に取り組んでおり、評価 うべきである。

・具体的施策の実施状況をフォロ できる。

ーアップし、実績を取りまとめ

、次年度以降に採用可能な具体

的施策を抽出。

入札及び契約の適正化の推進 入札及び契約の適正化の推進6 6
・透明性の確保等をより一層推進 ・透明性の確保等をより一層推進 総合評価方式の導入、指名停止にかか 関連会社等の業務は、機構が本

、電子入札システムを導入。 し、電子入札システム導入に必 る苦情処理制度の創設や随意契約内容の 来自ら行う業務を代行するものと

要な詳細設計を完了させ、稼働 公表などにより、契約の透明性、公正な 、大規模賃貸住宅の管理に係る民

に向けた準備。 競争の確保を図っている。また、電子入 間事業者のノウハウの蓄積が必ず

・随意契約の適用を厳格に行い、 ・同左 札システムの導入に必要な詳細設計を完 しも十分でないために行っている

民間事業者の業務機会を拡大。 ３ 了するなど、入札及び契約の適正化を図 もの等があるが、本体業務との関

っており、評価できる。 連性、一体性を考慮しつつ、後者

なお、平成18年度の契約の状況につ に区分されるものついては、現在

いては、 の居住者サービスの質を下げない

・一般競争入札（352件、総額1,279 こと等を前提とし、コストの削減

億円、１件あたり平均落札率80％） が可能かどうかを比較検証した上

・指名競争入札（3,870件、総額784 で、一定の仕様を定めて、競争性

億円、１件あたり平均落札率87％） のある入札方式により外部に発注

・企画競争・公募（752件、総額50億 する方策の導入について検討すべ

円、１件あたり平均落札率94％） きである。

・随意契約（3,942件、総額1,309億

円、１件あたり平均落札率97％）

となっている。

以上から、平成18年度の契約につい

ては、随意契約の件数が多くなっている
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が、これについては、本来機構が行うべ

き業務を代行・補完することを目的とし

て設立した法人等と随意契約をおこなっ

ているためであるとのことだが、競争性

を高める方策の導入について検討が必要

。

積極的な情報公開 積極的な情報公開7 7
①財務内容の公開 ① 財務内容の公開

・国民に機構の財務状況を報告で ・同左 ホームページについては、コンテンツ 適切な業務の説明や情報開示に

きる環境を整備。 の拡充により、利便性の向上及び情報発 ついてわかりやすく利用しやすい

・機関投資家への事業報告書をホ ・同左 ３ 信力の強化を進め、アクセス数が平成１ ものとなっているか、高い意識を

ームページに掲載。 ７年度比４７％増となっている。また、 持って取り組むべきである。

②評価及び監査に関する事項 ②評価及び監査に関する事項 広報誌「ＵＲ 」や、テレビＣＭ及press
・政策評価の機構に関する部分等 ・同左 び新聞広告等により、認知度向上を図っ

について情報提供。 ており、評価できる。

③ホームページの充実 ③ホームページの充実

④広報誌・事業パンフレット等に ④広報誌・事業パンフレット等に

よる広報 よる広報

業務・システム最適化の実現8
・「独立行政法人等の業務・シス ・「独立行政法人等の業務・シス

テム最適化実現方策」に基づき テム最適化実現方策」に基づき、

、平成 年度末までのできる 主要な業務・システムについて、19
限り早期に最適化計画を策定し システムコスト削減、システム調 「業務・システム最適化指針（ガイド 今後、策定した見直し方針に従

、公表。 達における透明性の確保及び業務 ３ ライン）」に沿った見直し方針を策定し い、業務・システムの最適化が実

・最適化計画により、システムコ 運営の合理化実現のため、外部の ており、評価できる。 現できるよう努めるべきである。

スト削減、システム調達におけ 専門的知見を有する者による監査

る透明性の確保及び業務運営の を経て、見直し方針を策定。

合理化を実現。

Ⅱ国民に対して提供するサービス Ⅱ国民に対して提供するサービス

その他の業務の質の向上に関す その他の業務の質の向上に関す

る目標を達成するためとるべき る目標を達成するためとるべき

措置 措置

都市機能の高度化及び居住環境 都市機能の高度化及び居住環境1 1
の向上を通じた都市の再生 の向上を通じた都市の再生

・調査受託、職員派遣等を行い、

まちづくりの立ち上げを支援。

( )都市再生拠点の重点的な整備 ( )都市再生拠点の重点的な整備1 1
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①大都市における都市再生拠点の ①大都市における都市再生拠点の

整備 整備

イ民間の都市開発事業を支援する イ民間の都市開発事業を支援する

コーディネートの実施 コーディネートの実施 都市再生にかかる業務に経営資源を重 大都市において、民間にできる

・地方公共団体、民間事業者等と ・地方公共団体、民間事業者等と 点化し、大都市圏におけるコーディネー ことは民間にとの観点から、権利

の協力及び適切な役割分担の下 の協力及び適切な役割分担の下 トについては、８０件の目標に対し、都 調整が難しいことや、事業リスク

、 件程度実施。 、四谷駅前地区など 件程度 市再生緊急整備地域内の地区を中心に８ の観点から民間のみでは実施困難140 80
実施。 ５件（うち、新規３７件）実施したほか である場合に、市街地の整備改善

ロ民間投資を誘発する基礎的条件 ロ民間投資を誘発する基礎的条件 ４ 、市街地再開発事業、土地区画整理事業 等の事業を着実に実施し、機構本

整備としての基盤整備・敷地整 整備としての基盤整備・敷地整 等を積極的に実施しており、基盤整備等 来の目的である、民間投資を誘発

備 備 の業務について優れた実施状況にあると する都市再生に引き続き努めるべ

・市街地再開発事業、土地区画整 ・同左 認められ、評価できる。 きである。

理事業、土地有効利用事業、住 また、関連公共施設整備事業について また、数字の達成だけでなく内

宅市街地総合整備事業等の各種 も、目標である１３地区について着実に 容が重要となると考えられ、機構

事業制度を活用し、面的整備を 実施しており、評価できる。 が行っている都市再生に係る業務

行う。 がどのような効果を上げたかにつ

（参考） （参考） いても検証を行い、結果の公表に

・ 地区程度実施、 程度 ・ 地区実施、 程度の面 引き続き努めるべきである。260 549ha 140 150ha
の面的整備を完了、 程度 的整備を完了、 程度の敷210ha 50ha
の敷地を供給。 地を供給。

・特定事業参加者制度等を活用し ・同左

、民間事業者の参画を支援。

ハ民間投資を誘発する関連公共施 ハ民間投資を誘発する関連公共施

設整備 設整備

・ 地区程度において、本体事 ・西新井駅西口地区など 地区17 13
業の進捗に合わせて完成。 実施。

②地方都市における都市再生拠点 ②地方都市における都市再生拠点

の整備 の整備

イ地方都市再生の推進を図るため イ地方都市再生の推進を図るため

のコーディネートの実施 のコーディネートの実施

・地方公共団体、民間事業者等と ・地方公共団体、民間事業者等と 地方都市における都市再生業務につい 地方都市においても、民間にで

の協力及び適切な役割分担の下 の協力及び適切な役割分担の下 て、機構職員の常駐派遣による市街地再 きることは民間にとの観点から、

、 件程度実施。 、うるま市安慶名地区など 開発コーディネートや認定中心市街地活 権利調整が難しいことや、事業リ40 38
件程度実施。 性化基本計画の策定支援等について優れ スクの観点から民間のみでは実施

ロ民間投資を誘発する基礎的条件 ロ民間投資を誘発する基礎的条件 ４ た実施状況にあり、評価できる。 困難である場合に、市街地の整備

整備としての基盤整備・敷地整 整備としての基盤整備・敷地整 改善等の事業を着実に実施し、機

備 備 構本来の目的である、民間投資を

（参考） （参考） 誘発する都市再生に引き続き努め

・ 地区程度実施、 程度の ・鹿屋市北田大手町地区など 地 るべきである。さらに、地方都市6 10.3ha 4
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面整備を完了、 程度の敷 区実施、 の面的整備を完 再生のモデルとして話題となるよ1.3ha 4.9ha
地を供給。 了、 の敷地を供給。 うな事例の実施に努めていただき0.4ha

・特定事業参加者制度等を活用し ・同左 たい。

、民間事業者の参画を支援。

ハ民間投資を誘発する関連公共施 ハ民間投資を誘発する関連公共施

設整備 設整備

③民間による都市再生拠点整備を ③民間による都市再生拠点整備を

支援するための取組 支援するための取組

イ参加組合員等の活用 イ参加組合員等の活用

・民間都市開発事業の完遂支援。 ・同左

ロ民間事業者とのネットワーク形 ロ民間事業者へのネットワーク形

成等 成等 組合等施行市街地再開発事業に参加組 今後とも民間事業者のニーズに

・参画意向を有する民間事業者へ ・同左 合員等として参画する等、民間による市 合致した参画推進を図ることによ

の情報提供、意見交換等を行い 街地再開発事業を支援している。 り、民間による都市再生拠点の整

、ニーズを的確に把握し、円滑 ３ また、都市再生機構が中心となって公 備を支援すべきである。

な参画を推進。 団時代から設立していた都市再生パート

・民間事業者とのネットワークを ・同左 ナーシップ協議会（再開発グループ）に

強化、形成。 ついて、平成１８年度に新たに３３社の

・民間事業者のニーズ把握のため ・同左 参画を得て（合計８６０社）、情報提供

、アンケート調査、意見交換等 及び意見交換等を積極的に行っており、

を実施。 民間による都市再生拠点整備の支援を着

ハ再開発共同事業者エントリー制 ハ再開発共同事業者エントリー制 実に実施していると認められ、評価でき

度の実施 度の実施 る。

・民間事業者のニーズに合致した ・同左

事業スキームの構築及び施設計

画の策定。

( )密集市街地等の整備改善等に ( )密集市街地等の整備改善等に2 2
よる都市の防災性の向上 よる都市の防災性の向上

①密集市街地の整備改善 ①密集市街地の整備改善

・地方公共団体との適切な連携の ・地方公共団体との適切な連携の

下、防災街区整備事業等の事業 下、密集市街地の整備改善を進

手法を活用し、密集市街地の整 めるため、コーディネート業務

備改善を進める。 を行い、防災街区整備事業等の

・コーディネート業務を行う。 推進に努める。 密集市街地において、地方公共団体か 三軒茶屋地区など個別の事業実

②防災公園等と周辺の密集市街地 ②防災公園等と周辺の密集市街地 らの委託に基づき、地元合意形成、建替 施の効果について、今後とも一般

等の一体的な整備 等の一体的な整備 ３ 促進事業計画の策定等のコーディネート にわかりやすく説明を行っていた

・地方公共団体との適切な連携の ・同左 業務を着実に実施している。 だきたい。

下、周辺密集市街地等の整備改 また、都市の防災性の向上を図るため
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善と一体的に、防災環境軸整備 、密集市街地における防災環境軸整備や

を実施するとともに、防災公園 防災公園の整備を着実に実施しており、

の整備を実施し、順次地方公共 評価できる。

団体に引き継ぐ。

（参考） （参考）

・防災環境軸整備を 地区程度実 ・防災環境軸整備を 地区実施、5 2
施、防災公園整備を 地区程 防災公園の整備を千葉県柏市中13
度実施。 原一丁目地区など 地区で実10

施。

③都道府県耐震改修促進計画に機

構による耐震診断及び耐震改修

に関する事項が記載された区域

内において、共同住宅等の所有

者からの委託による耐震診断及

び耐震改修の推進。

( )都市再生に資する都市公園整 ( )都市再生に資する都市公園整3 3
備 備 前年度に引き続き、刈谷市総合運動公

・ 箇所程度実施。 ・刈谷市総合運動公園など 箇 ３ 園など２２箇所を実施（うち１０箇所を50 22
所実施 完了）しており、評価できる。

( )民間事業者による良質な賃貸 ( )民間事業者による良質な賃貸4 4
住宅ストックの形成等 住宅ストックの形成等 都市再生機構が中心となって公団時代 今後とも、民間事業者の賃貸住

・民間供給支援型賃貸住宅制度を ・同左 から設立していた都市再生パートナーシ 宅建設の見通しを勘案しつつ、良

活用。 ップ協議会（賃貸住宅グループ）につい 質なファミリー向け賃貸住宅等の

・民間事業者による供給が行われ ・同左 て、平成１８年度に新たに３０社の参画 供給支援に努めていくべきである

ない場合に限り、市場補完とし ３ を得て（合計２４０社）、情報提供等を 。

て機構が建設。 積極的に行った。その結果、西ヶ原地区

（参考） （参考） など４地区１，７１０戸相当の敷地を整

・ 戸 程 度 相 当 の 供 給 を 支 ・西ヶ原区域地区など 戸程 備し、公募を行うなど、民間事業者によ13,000 2,300
援するため、敷地を整備。 度相当の供給を支援するため、 る良質なファミリー向け賃貸住宅の供給

敷地を整備。 を支援しており、評価できる。

( )被災市街地のための復興事業5
の推進 ※ 阪神・淡路大震災に関連する被災市

街地の事業受託が、平成１６年度をもっ

・震災等の被災市街地の復興を着 て終了したため、同年度で中期目標達成

実に進める。 とし、評価を行わない。
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良好な居住環境を備えた賃貸住 良好な居住環境を備えた賃貸住2 2
宅等の安定的な確保等 宅等の安定的な確保等

( )民間事業者による良質な賃貸 ( )民間事業者による良質な賃貸1 1
住宅ストックの形成等（再掲） 住宅ストックの形成等（再掲）

( )既存賃貸住宅ストック等の再 ( )既存賃貸住宅ストック等の再2 2
生と活用 生と活用 急激な少子高齢化、将来の人口

・世帯数の減少等の社会構造の変

・売却可能なものは、居住者の居 ・同左 化を見据え、個々の団地ごとに、

住の安定に配慮し、入居者の同 全面借地方式市街地住宅の活用方策に 地勢や交通等の諸条件から同一の

意を得た上で、棟単位の売却に ・昭和 年代から 年代前半 ついて、区分所有者等との具体的な協議 需給エリアにおける将来人口・世30 40
努める。 にかけて借地上に建設された区 ２ を実施し、協議が整った４団地について 帯数推計、需要予測等に基づき、

分所有建物（全面借地方式市街 居住者説明等の手続きを開始しており、 団地の立地、規模、空家率（将来

地住宅）は、他の賃貸住宅に先 概ね着実な実施状況にあると認められる の見通しを含む）等を総合的に考

行して、区分所有者等への譲渡 。 慮し、団地ごとのストック再生・

をはじめとした活用方策につい 活用の方向性とそれを踏まえた整

て、具体的な協議を実施。 備方針を策定したうえで、将来の

ストック量の適正化に向け、居住

者の居住の安定を確保しつつ、建

替え、リニューアル、集約等の事

業を実施すべきである。

・ストック総合活用計画を策定。 ・ストック総合活用計画に従い、

以下の取組を実施

①敷地の有効高度利用等のため地 ①同左

方公共団体等との連携によるま

ちづくりと一体となった建替事

業の推進。建替えに当たっては

、公営住宅等の整備への協力に 建替時に生じる整備敷地について、地 急激な少子高齢化、将来の人口

努める。 方公共団体や民間事業者と連携し、福祉 ・世帯数の減少等の社会構造の変

（参考） （参考） 施設、民間住宅用地等として２１ｈａ供 化を見据え、個々の団地ごとに、

・ 地区程度実施、 地区程 ・赤羽台地区など 地区で実施 給している。 地勢や交通等の諸条件から同一の150 70 90
度完了、建替えにより生じる整 、東朝霞地区など 地区完了 リニューアルによる改良や、高齢者向 需給エリアにおける将来人口・世20
備敷地 程度の供給。 、建替えににより生じる整備敷 け優良賃貸住宅の供給によるバリアフリ 帯数推計、需要予測等に基づき、100ha

地 程度の供給。 ー化等を実施しており、機構賃貸住宅ス 団地の立地、規模、空家率（将来23ha
トック全体のバリアフリー化率は平成１ の見通しを含む）等を総合的に考

②バリアフリー化等住宅性能の向 ②同左 ３ ７年度末の３５％から平成１８年度末は 慮し、団地ごとのストック再生・

上を図るため、リニューアルに ３７％に増加している。 活用の方向性とそれを踏まえた整

よる改良、高齢者優良賃貸住宅 更に、工事仕様の見直しやリバースオ 備方針を策定したうえで、将来の

の供給。 ークションによる工事コストの低減、建 ストック量の適正化に向け、居住

・高齢者優良賃貸住宅の供給は、 替対象団地の補充停止中の住宅４１４戸 者の居住の安定を確保しつつ、建
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地域における政策的な要請を踏 等において定期借家制度による募集の実 替え、リニューアル、集約等の事

まえつつ取り組む。 施など、コスト削減やストックの有効活 業を実施すべきである。

用を推進しており、評価できる。 ストックの活用にあたっては、

③個別団地の施設街区の活性化を ③同左 ひとつの団地だけで行うのではな

図る施設再生事業の実施。 く、同一の需給圏域に着目し、圏

域内全体で戦略的に進め、団地間

④賃貸住宅の修繕等に係る新たな ④同左 での住み替えなど、多様な手法を

発注方式を導入するとともに、 活用すべきである。

改良・改善に係るものは費用対 また、これまでの修繕履歴等の

効果を勘案し、管理コストの削 賃貸住宅ストックに関するデータ

減を図る。 を継続的・包括的に管理できるよ

う、引き続き取り組むべきである

⑤建替対象団地において定期借家 ⑤同左 。

制度の導入を図り資産の有効活

用を図る。

( )賃貸住宅の適切な管理等 ( )賃貸住宅の適切な管理等3 3
①居住水準の向上 ①居住水準の向上

・民間供給支援型賃貸住宅制度を ・同左

活用し、良質なファミリー向け

賃貸住宅の供給を支援。

・建替事業の実施。 ・同左

②ＩＴ化の推進 ②ＩＴ化の推進 機構賃貸住宅において、より高速な住 引き続き住宅政策の実現ツール

・賃貸住宅ストックについて、超 ・機構賃貸住宅における超高速・ 棟内ＬＡＮ及びＶＤＳＬ方式によるイン として、居住者の居住の安定を図

高速・高速インターネット対応 高速インターネット対応の利用 ターネット利用環境を約６４％について りつつ、賃貸住宅全体の居住環境

の利用環境の整備を推進、概ね 環境が概ね完了し、さらに通信 整備し、更に、平成１８年度中に建設す の向上の模範となるよう、積極的

完了。 事業者と連携を図りつつ、居住 ３ る機構の賃貸住宅について、平成１１年 にＩＴ化、省エネルギー対策等の

者ニーズに対応したインターネ 省エネルギー基準に対応した措置を１０ 推進に取り組むべきである。

ット利用環境（通信速度等）の ０％実施するなど、ＩＴ化や省エネルギ

向上に取り組む。 ー対策を着実に推進しており、評価でき

・民間供給支援型賃貸住宅制度に ・同左 る。

よって供給される民間賃貸住宅

についても、ＩＴ化が図られる

よう条件整備。

③省エネルギー対策の推進 ③省エネルギー対策の推進

・建設する賃貸住宅について、平 ・同左

成 年省エネルギー基準に対11
応した措置を 実施。100%

④重点的な計画修繕の推進 ④重点的な計画修繕の推進
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・計画修繕項目について重点的に ・中期目標の達成に向け、着実に

推進し、概ね完了。 取り組む。

⑤顧客サービスの向上等 ⑤顧客サービスの向上 鋼製窓建具アルミ化等、計画修繕項目 賃貸住宅管理の民間委託につい

・住宅の募集に当たり、インター ・顧客ニーズに対応した入居制度 を着実に実施しており、評価できる。 ては、機構本体の業務との関連性

ネットの活用等により顧客サー の導入及び付加価値の高いサー 地方におけるインターネット受付の開 ・一体性を考慮しつつ、居住者サ

ビスの向上に努め、提供情報の ビスの提供を検討 始や、募集案内窓口の拡充を進め、さら ービスの質を下げないことを前提

充実など利用者のニーズに機動 に各種入居促進制度の実施など、様々な とした上で、引き続き可能な限り

的に対応。特に、「ハウスシェ ３ 顧客ニーズに対応できる体制の構築に努 拡大を図っていくべきである。

アリング制度」や「マルチハビ めており、評価できる。

テーション制度」等顧客ニーズ 賃貸住宅管理の民間委託について、新

に対応した入居制度の導入。 たに１９８団地で民間事業者の公募を実

・居住者との意思疎通を図り、信 ・同左 施しており、評価できる。

頼関係を構築。

⑥賃貸住宅管理の民間委託 ⑥賃貸住宅管理の民間委託

・現地管理業務について、新規団 ・同左

地を中心として、民間事業者へ

の委託を引き続き実施、既存団

地についても、段階的に実施。

新規に事業着手しないこととさ 新規に事業着手しないこととさ3 3
れた業務等 れた業務等

( )ニュータウン整備事業 ( )ニュータウン整備事業1 1
・第二中期目標期間中に工事を完 ・同左

了し、完成前の状況でも処分を

進め、中止・縮小を含めた事業

計画の見直しにより、第三期中

期目標期間中に供給・処分を完

了。また、事業初期段階にある

地区は、採算性の確保が確実な

場合にのみ事業を実施。

・事業計画の見直しは期限を定め ・同左

て行い、地区毎の需要予測に基

づき、必要な範囲に限定した投 ニュータウン用地の供給・処分につい ニュータウン用地の供給・処分

資計画とする。 ては、目標の５００ｈａに対し、５４２ については、中期目標期間中の目

・追加工事については、徹底した ・同左 ｈａを供給・処分し、中期目標期間中に 標達成に向け速いペースで進捗し

コスト縮減を行い、必要最小限 ２，０００ｈａ以上の用地を供給・処分 ている状況にあり、引き続き必要

の工事とする。 する目標に対し、１，７７４ｈａを達成 な事業計画の見直しを行うととも

・事業計画の見直し後においても ・同左 しており、優れた実施状況にあると認め に弾力的に事業を実施することに

、毎年、地区毎の供給・処分収 られ、評価できる。 より、ニュータウン業務の早期終

入の計画と実績の乖離を分析し また、供給・処分計画を策定した１１ 了に向け努力されたい。
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、さらに必要な見直しを行い、 ７地区について、計画と実績の乖離を分

供給・処分の見通しを踏まえた ４ 析し、さらに、事業の早期完了を図るた

弾力的な事業実施の仕組みを構 めの事業見直しや販売促進に努めると共

築。 に、その実現のために不可欠なまちづく

・以下の具体的な方策により、現 ・ 以 下 の 具 体的 な 方 策 によ り、 りに係る取組みを実施しており、評価で

中期目標期間中に、 以 以上のニュータウン用地 きる。2000ha 500ha
上の用地を供給・処分。 を供給・処分 「枠組み協定一括発注方式」の本格的な

①毎年地区等毎の供給・処分計画 ①同左 実施等により効率的な工事執行を行い、

を策定し、四半期毎に進捗状況 １５．８％のコスト削減を達成しており

を管理。 評価できる。

②民間事業者との連携強化、地方 ②同左

公共団体への早期処分、処分方

法の多様化（インターネット等

の活用、競争入札方式、信託方

式の活用等）などの方策により

用地の供給・処分を促進。

特に、民間住宅事業者への販売

の推進のため、事業者選定方法

の簡素化や、中小・地元ハウス

ビルダー等の新規開拓による営

業先の拡大。

③顧客への意向調査等を通じて、 ③同左

ニーズを幅広く捉え、「新・郊

外居住」等の商品企画に反映。

( )特定公園施設の管理 ( )特定公園施設の管理2 2
・中期目標期間中に利用者を過去 ・平成 年度中の利用者を過去 平成１８年度の利用者は、過去５年平18

年 間 の 利 用 者 数 と 比 較 し て 年間の平均利用者数と比較し ４ 均５％増の目標値に対して３７％増を達5 5
増加させ、経営の改善を図 て 増加させ、経営の改善を 成しており、優れた実施状況にあると認5% 5%

る。 図る。 められ、評価できる。

( )分譲住宅業務等 ( )分譲住宅業務等3 3
・計画の見直しに努めつつ供給、 ・計画の見直しに努め供給を推進 住宅建設未着工用地（機構移行時４４ 引き続き分譲住宅業務等の完了

建設工事未着工敷地の供給を行 するとともに、住宅建設工事未 ｈａ）について、平成１８年度は、供給 に向けて、住宅建設未着工用地の

い、やむを得ない事情のものを 着工敷地約 の過半につい 目標である１４ｈａの過半に対して１１ 供給に努めるべきである。14ha
除き業務を完了。 て敷地を供給。 ３ ｈａを供給しており、業務完了に向けて

・機構法附則第 条第 項第 ・機構法附則第 条第 項第 着実な実施状況にあると認められ、評価12 1 2 12 1 2
号の賃貸住宅業務を完了。 号の賃貸住宅業務を完了するた できる。

め、着実に取り組む。
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( )第三種鉄道事業4
・発足後速やかに民間事業者へ事 ※鉄道事業については、平成１６年度に

業譲渡。 民間事業者に事業譲渡し、終了したため

、平成１６年度で中期目標達成とし、評

価を行わない。

業務遂行に当たっての取組 業務遂行に当たっての取組4 4
( )地域住民・地方公共団体、民 ( )地域住民・地方公共団体、民1 1

間事業者等との緊密な連携推進 間事業者等との緊密な連携推進

①地域住民・地方公共団体等との ①地域住民・地方公共団体等との

コミュニケーション コミュニケーション

・地域住民・地方公共団体等との ・同左

相互理解促進と都市の将来像や

地域のあり方を語り合うコミュ 各支社等において、地域住民、地方公 地域住宅協議会を通じた地方公

ニケーションの機会を積極的に 共団体、民間事業者と意見交換会や情報 共団体との連携にも努めていくべ

設ける。 交換会等を実施している。（平成１８年 きである。

・「地域における多様な需要に応 ３ 度において地域住民及び地方公共団体と

じた公的賃貸住宅等の整備等に のべ２５９回実施。）

関する特別措置法」に基づく地 また、都市再生機構が中心となって公

域住宅協議会等を通じて、地方 団時代から設立していた都市再生パート

公共団体等との連携強化に努め ナーシップ協議会（再開発事業グループ

る。 、賃貸住宅グループ、マンション建替え

②民間事業者のニーズを汲み取っ ②民間事業者のニーズを汲み取っ グループ）を活用し、積極的に民間事業

た事業構築 た事業構築 者との意見交換等を行っており、評価で

・意見交換を定期的かつ適時に行 ・都市再生パートナーシップ協議 きる。

い、ニーズ・意向等の把握に努 会などを通じて意見交換を定期

める。 的かつ適時に行い、そのニーズ

・意向等の把握に努める。

( )環境への配慮 ( )環境への配慮2 2
「環境情報の提供の促進等による

特定事業者等の環境に配慮した

事業活動の促進に関する法律」

に基づく環境報告書を作成する

。

①都市の自然環境の適切な保全等 ①都市の自然環境の適切な保全等

・賃貸住宅建替え等時の既存樹木 ・同左 都市の自然環境の適切な保存のため、 環境問題は２１世紀の重要課題

の利活用。 ３１地区において既存樹木を利活用し（ であり、機構が率先して低コスト

・建物の形状等を考慮の上、屋上 ・同左 ４，２００本）、１２地区で屋上緑化を で環境に配慮したモデル的事業の
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緑化を推進。 実施するなど、積極的な取組が行われて 実施などに取り組むことを期待し

②建設副産物等のリサイクル ②建設副産物等のリサイクル おり、評価できる。 たい。

・国の「建設リサイクル推進計画 ・ 「 建 設 リ サ イ ク ル 推 進 計 画 ４ 平成１８年版環境報告書では、新たに

」 の 目 標 値 （ ま で ） 」 で 定 め ら れ た 建 設 副 産 のマテリアルフローを示し、平成２2002 H17 2002 CO2

達成を目指し、建設副産物の発 物の再資源化率等の目標値を達 ５年度までに平成１７年度比で１割以上

生を抑制し、リサイクルに努め 成したことを踏まえ、同計画に の 排出削減を目指すなどの取組みCO2

る。 おいて参考値として記載のある を位置づけており、評価できる。

平成 年度目標値を踏まえた また、国の「建設リサイクル推進計画22
目標値を設定し、建設副産物の ２００２」で定められた建設副産物の再

発生を抑制し、リサイクルに努 資源化率等において参考値として記載さ

める。 れた平成２２年度目標値を踏まえた平成

・ 以 降は 国の 「建設リサイ ・国の建設副産物等の再資源化率 １８年度の目標値を達成するなど、環境H18
クル推進計画」に合わせて取り の目標値が新たに設定された場 への負荷の低減の取組みが図られており

組む。 合はこれに基づき取り組む。 、評価できる。

さらに、環境物品の調達（グリーン調

・賃貸住宅建替え等において、建 ・同左 達）が平成１７年度の９６％から、平成

設混合廃棄物の削減を図る。 １８年度は１００％に改善されており、

③環境物品等の調達 ③環境物品等の調達 評価できる。

・「国等による環境物品等の調達 ・同左

の推進等に関する法律」に基づ

き特定調達品目等を調達。

・特定調達品目等のうち、公共工 ・同左

事については、同基本方針に規

定された目標に基づき、的確な

調達を図る。

( )バリアフリー化の推進 ( )バリアフリー化の推進3 3
・建設する賃貸住宅について、バ ・同左

リアフリー仕様とする。

・既存賃貸住宅について、改良等 ・同左

によりバリアフリー化を図る。

・バリアフリー化を図った住宅の ・中期目標の達成に向け、着実に

割合を 割とする。 取り組む。4
・民間供給支援型賃貸住宅制度に ・同左

よって整備された住宅について

もバリアフリー化されるよう条

件整備。

・機構が整備する公共性が高い建 ・同左

築物についてもバリアフリー化
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の推進に努める。

( )住宅性能表示の実施 ( )住宅性能表示の実施4 4
・建設する賃貸住宅について、住 ・同左 新規に供給する機構賃貸住宅において バリアフリー化については、浴

宅性能表示を ％実施、募集 は１００％をバリアフリー化しているほ 室やトイレについて介護のしやす100
パンフレット等を用いて情報提 か、既存賃貸住宅においてもバリアフリ さについても配慮したものとする

供。 ー化を進め、機構賃貸住宅ストック全体 ことを引き続き検討するとともに

でのバリアフリー化率は、平成１７年度 、障害者については個々の身体状

( )調査研究の実施、技術力の維 ( )調査研究の実施、技術力の維 ３ 末の３５％から平成１８年度末は３７％ 況に応じた仕様に対応できるよう5 5
持向上 持向上 となり、評価できる。 にするなど、先進的な取り組みに

・事業の的確な実施及び先駆的事 ・同左 調査研究や技術力の向上については、 期待したい。

業分野への展開に資するため、 民間等との共同研究の実施や研究報告会

都市再生等に係わるアウトカム を実施しており、評価できる。

指標等の事項について、調査研

究や技術開発及び試験等を行う

。

・必要に応じ民間等との共同研究 ・同左

を活用するほか、蓄積した研究

成果等を社会へ還元するため、

研究報告会開催等の情報提供を

積極的に行う。

（情報提供） （情報提供）

・研究報告会開催（ 回 年） ・研究報告会開催（ 回 年）1 / 1 /
3 / 3 /・研究所の一般公開（ 日程度 ・研究所の一般公開（ 日程度

週）及び特別公開（ 回 年） 週）及び特別公開（ 回 年）1 / 1 /
・調査研究期報の発行（ 回以上 ・調査研究期報の発行（ 回 年2 2 /

年） ）/

Ⅲ予算（人件費の見積りを含む。 Ⅲ予算（人件費の見積りを含む。

）収支計画及び資金計画 ）収支計画及び資金計画

繰越欠損金の削減 繰越欠損金の削減1 1
・繰越欠損金の解消に向け、経営 ・繰越欠損金の解消に向け、経営

改善計画を策定し、第三期中期 改善計画を策定し、繰越欠損金

目標期間中の解消のため、計画 を削減する。

的に削減し、現中期目標期間中

に 億円を削減。1,900

財務体質の強化 財務体質の強化2 2
・採算性に問題のあるプロジェク ・採算性に問題の生じたプロジェ

トについては、事業の見直しを クトについては、事業の見直し
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行った上で、用地の処分も含め を実施し、可能なものから用地

てできる限り速やかに完了。 の処分を行う。

・投下資金の回収を促進し、自己 ・同左

財源の確保を図るとともに、新

規投資の重点化を図ることによ 機構発足時約７，３００億円あった繰 財務体質の強化は今後の経営の

り、キャッシュフローの確保を 越欠損金の解消は、法人経営上極めて重 安定化のための基本となる事柄で

図る。 要な課題であり、そのため、経営改善計 あることから、引き続き繰越欠損

・保有資産の売却を進め、資産を ・保有資産の売却に係る検討を行 画を策定し、着実に実行している。 金の解消、有利子負債の削減、資

圧縮。 い、可能なものから実施。 平成１８年度決算において純利益９５ 金調達手法の多様化、減損会計導

・事業執行管理の徹底に一層努め ・事業執行管理の徹底に一層努め ５億円を計上することにより、今中期目 入による適正な資産評価等に取り

、その事業の特性を踏まえた資 、その事業の特性を踏まえた資 標期間中の繰越欠損金削減予定額１，９ 組むべきである。

金調達条件の見直しを図るとと 金調達条件の見直しを図るとと ００億円を大きく上回る２，３３３億円 また、ニュータウン用地などを

もに、金利負担を低減するため もに、金利負担を低減するため を平成１６年度からの３年間で削減する 市況の良い時に売却し、欠損金の

の方策の検討を行い、保有コス の方策の検討を行う。宅地造成 こととなり、十分に評価できる。 前倒しでの削減に一層努めるべき

トの適正化を図る。 等経過勘定については、債務の ５ 社宅用地等の保有資産について売却を 。

計画的償還に向けて、借入金の 進めるほか、保養所・分室等についても

借換リスク低減の方策の検討を 将来的に一部を廃止の方向で検討してい

行う。 る。

・資金調達方法の多様化を図るた ・同左 また、短期借入金の積極的な活用や、

めの方策の検討等を行い、可能 都市再生勘定から宅地造成等経過勘定へ

なものから実施。 の資金の融通等、効率的な資金繰りによ

・「管理会計」手法を導入。 ・同左 り金利負担の軽減を図っている。

さらに、財投機関債については、格付

宅地造成等経過勘定に係る財政 投資情報センター及び日本格付研究所の3
融資資金の償還 格付けはＡＡを維持し、ムーディーズで

・宅地譲渡等や民間借入等により はＡ２から最上格のＡａａに５段階引き

得られる資金を財源として、現 上げられたことを鑑みても、優れた実施

中期目標期間中の早期に完了。 状況にあると認められ、評価できる。

宅地造成等経過勘定に係る政府 宅地造成等経過勘定に係る政府4 3
保証の付与 保証の付与

・政府保証を付した調達は、平成 ・政府補償を付した調達について

年度末までに償還を終え、 は、中期計画を踏まえ、適切に ※宅地造成等経過勘定に係る財政融資資24
残高 兆円程度を限度とする 実施する。 金の償還については、平成１７年度中に1.1
。 全額実施したため、平成１７年度で中期

目標達成とし、評価を行わない。

予算 予算5 4
・別表１のとおり ・別表１のとおり
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収支計画 収支計画6 5
・別表２のとおり ・別表２のとおり

資金計画 資金計画7 6
・別表３のとおり ・別表３のとおり

Ⅳ短期借入金の限度額 Ⅳ短期借入金の限度額

・限度額 億円 ・同左:4,600
・想定される理由 ・同左

・予見しがたい事由による一時

的な資金の不足に対応。

・機動的に運用することにより

、金利低減を図る。

Ⅴ重要な財産を譲渡し、又は担保 Ⅴ重要な財産を譲渡し、又は担保

に供しようとするときは、その に供しようとするときは、その

計画 計画

・なし ・同左

Ⅵ剰余金の使途 Ⅵ剰余金の使途

・剰余金は予定していない。 ・同左

Ⅶその他主務省令で定める業務運 Ⅶその他主務省令で定める業務運

営に関する事項 営に関する事項

施設及び設備に関する計画 施設及び設備に関する計画1 1
・なし ・なし

人事に関する計画 人事に関する計画2 2
( )方針 ( )方針1 1
・人事制度を、目標管理や評価基 ・人事評価の適切な実施に努める

準の明確化などにより補強し、 。

個々の職員の勤務成績及び法人

の業務実績を給与・特別手当に

反映。

・効率的な職場内研修（ ）や ・都市機構の理念に即した人材のOJT
職場外研修の計画的な実施と併 計画的な育成に努める。

せて、多様な業務を経験させる

ことにより、専門的技術力及び

ノウハウの習得・承継を図ると

ともに、機構職員に必要な事業
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リスク管理等の知識、能力の養

成に努める。

・自己啓発援助の充実等により、 ・自己啓発援助としての公的資格 人事評価制度の適切な運用を図るため 機構の人員計画については、社

職員の総合的な知識・能力の向 等取得促進については、通信教 、管理職に対して研修を実施しており、 会の動きを見て、将来の機構の存

上、公的資格等取得の促進を図 育講座の受講費援助に加え、資 評価できる。 在意義を明確にし、行うべき業務

る。 格取得向けセミナーを実施。 常勤職員数を削減し、平成１８年度末 内容を踏まえて人員配置等を考え

・職員数の計画的削減に取り組み ・同左 における常勤職員数４，２５０人以下の るよう努めていただきたい。

つつ、業務内容に応じて必要な 目標に対し、実際の職員数を４，１５０

人員を確保し、人員の適正な配 ３ 人とし、着実に目標を達成している。

置により業務運営の効率化を図 総人件費改革の取組については、国家

る。 公務員の給与構造改革を踏まえ、役員給

与については平成１８年４月から、職員

( )人員に関する指標 ( )人員に関する指標 給与についても平成１９年４月から機構2 2
・常勤職員数 人を 人 ・年度期末の常勤職員数 人 における給与構造の改革を実施しており4,690 4,000 4,250

に計画的に削減。 以下。 、評価できる。

・ニュータウン部門において平成

年度の常勤職員数 人13 1,500
と比較して次期中期目標期間の

4最終年度期末までの間に概ね

分の とする。1

( )総人件費改革の取組3
・「行政改革の重要方針」を踏ま ・「行政改革の重要方針」に基づ

え、総人件費改革に取り組み、 く総人件費改革に取り組む。こ

常勤職員数を 人とする削 のため平成 年度から 年間4,000 18 5
減目標を達成する。 で人員について ％以上の削減5

を行うこととし、平成 年度18
期末の常勤職員数 人以下4,250
とする。

・国家公務員の給与構造改革を踏 ・同左

まえた役職員の給与についての

必要な見直し。

子会社・関連会社等の整理合理 子会社・関連会社等の整理合理3 3
化 化 平成１８年度当初において既に中期計 経営が安定し、出資目的が達成

画の目標値であった３０社までの削減を されたものについては、株式売却

・ 社を 社程度に整理。 ・出資目的を達成した会社の株式 ３ 達成していたが、更なる整理合理化を進 等に努めるよう、出資者である地58 30
売却や経営合理化の観点からの め、平成１８年度末までに２８社まで削 方公共団体等との協議を進めるべ

統合等に引き続き務める。 減しており、評価できる。 きである。
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また、機構業務の代行・補完を

行う子会社・関連会社について、

その業務内容が適切であるかどう

か随時見直すべきである。

中期目標期間を超える債務負担 中期目標期間を超える債務負担4 4
・市街地再開発事業において予定

。

＜記入要領＞・項目ごとの「評定結果」の欄に、以下の段階的評定を記入するとともに、その右の「評定理由」欄に理由を記入する。

５点：中期目標の達成に向けて特筆すべき優れた実施状況にあると認められる。

４点：中期目標の達成に向けて優れた実施状況にあると認められる。

３点：中期目標の達成に向けて着実な実施状況にあると認められる。

２点：中期目標の達成に向けて概ね着実な実施状況にあると認められる。

１点：中期目標の達成に向けて着実な実施状況にあると認められない。

・５点をつけた項目には、特筆すべきと判断した理由として、他の項目における実績との違いを「評定理由」欄に明確に記述するものとする。

・必要な場合には、右欄に意見を記入する。
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平成１８年度業務実績評価調書：都市再生機構

総合的な評定

業 務 運 営 評 価（実施状況全体）

極 め て 順 調 順 調 概 ね 順 調 要 努 力 評 定 理 由

各 項 目 の 合 計 点 数 ＝ ８ ９

項 目 数 ２ ７ Ｘ ３ ＝ ８ １○

下 記 公 式 ＝ １ １ ０ ％

＜記入要領＞

・個別項目の認定結果をもとに、以下の判断基準により、それぞれの欄に○を記入する。

○（各項目の合計点数）／（項目数に３を乗じた数）が１２０％以上である場合には、「極めて順調」とする。

○（各項目の合計点数）／（項目数に３を乗じた数）が１００％以上１２０％未満である場合には、「順調」とする。

○（各項目の合計点数）／（項目数に３を乗じた数）が８０％以上１００％未満である場合には、「概ね順調」とする。

○（各項目の合計点数）／（項目数に３を乗じた数）が８０％未満である場合には、「要努力」とする。

・但し、評価の境界値に近接している場合であって、法人の主要な業務の実績に鑑み、上位又は下位のランクに評価を変更

すべき特段の事情がある場合には、理由を明記した上で変更することができる。

総 合 評 価

（ 法 人 の 業 務 の 実 績 ）

都 市 再 生 機 構 の 今 回 の 評 価 項 目 に つ い て は 、 大 き く ３ つ に 区 分 で き る 。 一 つ め は 財 務

体 質 の 改 善 、 都 市 再 生 に 係 る 業 務 へ の 経 営 資 源 の 重 点 化 、 ニ ュ ー タ ウ ン 用 地 の 処 分 、 事

業 収 束 を 踏 ま え た 事 業 本 部 の 廃 止 な ど 機 構 が 過 去 に 負 っ て き た 負 の 遺 産 と も い う べ き も

の へ の 取 り 組 み 、 二 つ め は 、 事 業 リ ス ク の 管 理 、 事 業 評 価 の 実 施 、 情 報 公 開 な ど 新 し い

体 制 作 り の た め の 取 り 組 み 、 三 つ め は 、 地 方 都 市 の ま ち づ く り 、 環 境 問 題 へ の 対 応 、 密

集 市 街 地 の 防 災 対 策 、 バ リ ア フ リ ー 化 な ど 、 こ れ か ら の 新 し い 社 会 ニ ー ズ に 対 応 し て い

く た め の 取 り 組 み で あ る 。

都 市 再 生 機 構 の 現 段 階 の 評 価 は 、 過 去 に 負 っ て き た 負 の 遺 産 の 整 理 に つ い て は 一 定 の

進 捗 を み て お り 、 評 価 点 数 が 高 い も の が 多 く な っ て い る が 、 こ れ か ら の 新 し い 社 会 ニ ー

ズ に 対 応 す る 項 目 に つ い て は 、 目 標 自 体 は 概 ね 達 成 し て い る も の の 、 都 市 再 生 機 構 に 対

す る 我 々 の 期 待 か ら す れ ば 更 な る 取 り 組 み が 必 要 で あ り 、 道 半 ば と 言 わ ざ る を 得 な い 。

都 市 再 生 機 構 の 役 割 は 、 常 に 社 会 の ニ ー ズ を 敏 感 に 捉 え て 、 都 市 再 生 、 地 域 再 生 に つ

な げ て い く こ と で あ る と 考 え る 。 第 一 期 の 中 期 計 画 は 、 そ の た め に 機 構 が 過 去 に 負 っ て

き た 負 の 遺 産 と も い う べ き も の を 整 理 し 、 新 た な 体 制 を 組 ん で 、 こ れ か ら の 新 し い 社 会

ニ ー ズ に 対 応 し て い く た め の 第 一 段 階 の 計 画 で あ る と 考 え る 。

法 人 の 業 務 運 営 評 価 と し て は 、 年 度 計 画 の 目 標 に つ い て は 概 ね 達 成 し て い る こ と か ら

「 順 調 」 と し た が 、 こ れ に 満 足 す る こ と な く 、 負 の 遺 産 の 整 理 を 一 層 確 実 な も の に す る

と と も に 、 こ れ か ら の 新 し い 社 会 ニ ー ズ に 対 応 す る た め の 更 な る 取 り 組 み を 期 待 す る 。

（ 課 題 ・ 改 善 点 、 業 務 運 営 に 対 す る 意 見 等 ）

都 市 再 生 機 構 を 含 め た 全 て の 独 立 行 政 法 人 に つ い て は 、 事 務 ・ 事 業 に つ い て ゼ ロ ベ ー

ス で 見 直 し 、 本 年 末 を 目 途 に 整 理 合 理 化 計 画 を 策 定 す る こ と と さ れ て お り 、 今 後 、 見 直

し の 議 論 の な か で 、 独 立 行 政 法 人 と し て の 存 在 意 義 が 問 わ れ る こ と と な る 。

都 市 再 生 機 構 に お い て は 、 前 項 で 指 摘 し た よ う な 新 し い 社 会 ニ ー ズ 、 特 に 、 住 宅 セ ー

フ テ ィ ネ ッ ト 法 の 成 立 、 地 球 環 境 問 題 へ の 認 識 の 高 ま り 、 人 口 減 少 に 伴 う 郊 外 市 街 地 の
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縮 減 な ど の 動 向 を 見 据 え た う え で 、 見 直 し の 検 討 を 進 め て 頂 き た い 。

具 体 的 に は 、 例 え ば 賃 貸 住 宅 事 業 に つ い て は 、 ６ 月 に 閣 議 決 定 さ れ た 規 制 改 革 ３ か 年

計 画 に お い て 、 規 模 の 適 正 化 に 向 け た 今 後 の 削 減 目 標 に つ い て 明 ら か に す る こ と と さ れ

て い る が 、 単 に 削 減 目 標 を 設 定 し 、 目 標 達 成 の た め に 必 要 な 事 業 を 実 施 す れ ば そ れ で 良

い と い う も の で は な い 。 国 民 共 有 の 貴 重 な 財 産 で あ る 機 構 賃 貸 住 宅 に つ い て 、 そ の 役 割

を 認 識 し 、 子 育 て 世 帯 、 高 齢 者 世 帯 等 に 向 け た 供 給 の 重 点 化 、 居 住 者 の 居 住 の 安 定 を 前

提 と し た 事 業 の 実 施 、 団 地 の 規 模 の 適 正 化 等 に 伴 い 生 ず る 敷 地 へ の 医 療 ・ 介 護 ・ 子 育 て

支 援 施 設 の 誘 致 な ど に 関 す る 利 活 用 を 検 討 す る こ と が 必 要 で あ る と い う こ と で あ る 。

平 成 １ ９ 年 度 の 業 務 実 績 評 価 に 当 た っ て は 、 従 来 の 中 期 計 画 や 年 度 計 画 の 達 成 状 況 に

係 る 業 務 実 績 は も ち ろ ん 、 独 立 行 政 法 人 改 革 に 向 け た 取 り 組 み 状 況 や 、 中 長 期 的 な 視 点

に 立 っ た 業 務 の あ り 方 の 検 討 状 況 等 に つ い て も 検 証 す る 方 針 で あ る 。 都 市 再 生 機 構 に お

い て は 、 国 民 の 新 し い 社 会 ニ ー ズ に 応 え ら れ る よ う 、 し っ か り と 取 り 組 ん で 頂 き た い 。

（ そ の 他 推 奨 事 例 等 ）

１ ． 直 接 お 客 様 と 接 す る 機 会 の 多 い 部 署 の 管 理 職 等 を 対 象 に 、 先 進 的 な 取 組 み を 実 施 し

て い る 民 間 企 業 の 幹 部 を 招 い て 講 演 会 を 開 催 す る な ど 、 Ｃ Ｓ （ お 客 様 満 足 度 ） 向 上 の

取 組 み を 行 っ た 。

２ ． 耐 震 震 度 未 満 の 分 譲 マ ン シ ョ ン 件 の う ち 件 に つ い て 、 地 方 公 共 団 体 及 び 国0.5 11 10
か ら の 要 請 を 受 け 、 国 の 示 し た 再 建 ス キ ー ム に 基 づ く 再 建 検 討 案 の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン

検 討 作 業 を 支 援 す る な ど 、 危 険 分 譲 マ ン シ ョ ン 問 題 に 対 す る 取 組 み を 行 っ た 。

３ ． 仕 事 の や り 方 を 新 し い 発 想 で 常 に 見 直 し 、 創 意 工 夫 を 重 ね る 土 壌 を 定 着 化 さ せ る と

の 認 識 か ら 、 社 内 活 性 化 推 進 プ ロ ジ ェ ク ト を 発 足 。 具 体 的 に は 、 経 営 企 画 部 内 に 事 務

局 を 設 置 し た ほ か 、 社 内 イ ン ト ラ ネ ッ ト に 職 員 か ら の 提 案 等 の 受 付 窓 口 と し て 専 用 コ

ー ナ ー を 設 置 し た 。

４ ． 機 構 賃 貸 住 宅 の 耐 震 診 断 及 び 耐 震 改 修 、 機 構 分 譲 住 宅 の 耐 震 安 全 性 の 確 認 を 実 施

し 、 耐 震 安 全 性 確 保 の 取 組 み に 努 め た 。 機 構 賃 貸 住 宅 に つ い て 対 象 約 棟 の う ち13,000
約 ％ で 診 断 を 完 了 し 、 ピ ロ テ ィ 部 分 に つ い て 優 先 的 に 改 修 が 必 要 な 住 棟 約 棟 の98 100
う ち 約 棟 に つ い て 改 修 を 進 め た 。20


